
 

 

 

第２期妙高市空き家等対策計画 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和２年３月 

 

妙  高  市 

 

 

 

 

 

 



目       次 

 

 

１．はじめに・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １ 

 （１）計画作成の背景と目的・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１ 

 （２）計画の位置づけ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１ 

 

２．空き家等に関する対策の対象とする地区及び対象とする空き家等の種類

及び計画期間・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １ 

 （１）対象地区・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１ 

 （２）対象とする空き家等の種類・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１ 

 （３）計画期間・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２ 

 

３．空き家等及び特定空き家等の現状及び取り組み・・・・・・・・・ ２ 

 （１）空き家等の現状・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２ 

 （２）特定空き家等の現状と特定空き家等に対する取り組み・・・・・・・・・・３ 

 （３）空き家等に対する自治組織等の取り組み・・・・・・・・・・・・・・・・４ 

 （４）評価・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４ 

 

４．空き家等に関する対策の基本的な方針・・・・・・・・・・・・・ ５ 

 （１）各主体の責務・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・５ 

 （２）空き家等に関する対策の基本的な方針・・・・・・・・・・・・・・・・・５ 

 

５．空き家対策に関する具体的な施策・・・・・・・・・・・・・・・ ６ 

 ５－１【対策１】空き家等の発生抑制・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・６ 

（１）基本的な考え方・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・６ 

（２）施策・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・６ 

 

 ５－２【対策２】空き家等の適正な管理の促進・・・・・・・・・・・・・・・・７ 

（１）基本的な考え方・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・７ 

（２）施策・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・７ 

 

５－３【対策３】空き家等及び除却した空き家等に係る跡地の活用の促進・・・・９ 

 （１）基本的な考え方・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・９ 

（２）施策・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・９ 

 

５－４【対策４】特定空き家に等に対する措置・・・・・・・・・・・・・・・１１ 

 （１）基本的な考え方・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１１ 

（２）施策・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１１ 



６．その他の事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １４ 

 Ⅰ空き家等の関する相談への対応に関する事項・・・・・・・・・・・・・・・１４ 

 （１）基本的な考え方・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１４ 

（２）空き家等相談窓口・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１４ 

 Ⅱ空き家等に関する対策の実施体制に関する事項・・・・・・・・・・・・・・１４ 

（１）基本的な考え方・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１４ 

（２）妙高市空き家等対策協議会・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１４ 

 （３）妙高市特定空き家等認定調査会・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１５ 

 （４）庁内関係課・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１５ 

（５）関係機関との連携・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１５ 

 Ⅲその他空き家等に関する対策の実施に関し必要な事項・・・・・・・・・・・１６ 

 （１）計画の見直し・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１６ 

 （２）既存法による措置について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１６ 

 （３）公表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２４ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注） 

 妙高市空き家等対策計画において、「空家等対策の推進に関する特別措置法」で規定

されている用語は、「空家等」を使用し、それ以外のものは、「空き家等」を使用します。 

 また、住宅・土地統計調査、空き家情報登録制度における用語は、「空き家」「所有者」

を使用し、それ以外のものは、「空き家(空家)等」「所有者等」を使用します。 
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１．はじめに                             

（１）計画作成の背景と目的 

  人口減少や社会ニーズ及び産業構造の変化に伴い、全国的に居住などに使用されてい

ない空き家等が年々増加傾向にあります。 

  空き家等が増加することで適切な管理が行われないことによる、倒壊等保安上の危険

の増大、衛生環境の悪化、景観の阻害等多岐にわたる問題が一層深刻化することが懸念

されます。特に当市は豪雪地帯であり、また、観光地であることから屋根雪の危険性の

増大や景観の阻害等が非常に深刻な問題となっています。 

  こうした状況を背景に、当市においては、国の動きに先行し、平成２５年７月１日に

「妙高市空き家等の適正管理に関する条例」（以下「条例」という。）を施行し、自治組

織等の協力を得て空き家等実態調査を行い、その結果に基づき所有者等へ指導、勧告等

の措置を行うとともに、自治組織等が自主的に行う空き家等の適正管理に係る活動に対

し支援を行うなど、自治組織等と一体となって空き家等の問題に取り組んできました。 

  その後、平成２６年１１月２７日には「空家等対策の推進に関する特別措置法（以下

「法」という。）」が制定され、平成２７年１２月に法との整合性を図るべく条例の全部

改正を行うとともに、今後の空き家等に関する対策を総合的かつ計画的に推進するため、

「妙高市空き家等対策計画」を作成するものです。 

 

（２）計画の位置づけ 

  妙高市空き家等対策計画は、当市のまちづくりを総合的かつ計画的に推進するための

計画である第３次妙高市総合計画の下に位置づけられるものであり、法第６条第１項及

び条例第５条第１項の規定に基づき作成しています。 

  平成２８年度に策定した「第１期妙高市空き家等対策計画」の計画期間が令和元年度

をもって終了することに伴い、現在の市の空き家等の現状や課題を踏まえ、今後の空き

家等に関する対策や実施体制などについて「第２期妙高市空き家等対策計画」として策

定するものです。 

  

２．空き家等に関する対策の対象とする地区及び対象とする空き家等の種

類及び計画期間                          

（１）対象地区 

  当市の空き家等は、空き家等実態調査の結果から、市内に広く点在しているため、

計画の対象地区を「市内全域」とします。 

  なお、今後対策を進めていく上で、他の地区と比べ、著しく空き家等の率が高い地

区等については、妙高市空き家等対策協議会の意見を踏まえ、重点対象地区として定

めます。 

 

（２）対象とする空き家等の種類 

  計画で対象とする空き家等の種類は、法第２条第 1項に規定する「空家等」を対象

とします。 
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（３）計画期間 

  第３次妙高市総合計画の計画期間が令和６年度までであることを踏まえ、本計画の

期間を、令和２年度から令和６年度までとします。 

 

３．空き家等及び特定空き家等の現状及び取り組み            

（１）空き家等の現状 

  空き家等実態調査 

  ・当市では、自治組織等の協力を得て、平成１８年から市内にある空き家等の実

態調査を行っています。 

  ・平成２８年度に第１期妙高市空き家対策計画を策定するまでは、増加傾向にあ

りましたが、策定以降は年々減少しています。  

                          (単位：戸) 

 新井地域 妙高高原地域 妙高地域 計 

平成１８年度 220 167 92 479 

平成１９年度 225 167 101 493 

平成２０年度 250 172 101 523 

平成２１年度 245 172 108 525 

平成２２年度 295 180 113 588 

平成２３年度 323 197 117 637 

平成２４年度 355 173 112 640 

平成２５年度 342 167 108 617 

平成２６年度 345 182 117 644 

平成２７年度 357 177 116 650 

平成２８年度 321 173 96 590 

平成２９年度 333 150 87 570 

平成３０年度 288 152 74 514 

令和 元 年度 268 136 78 482 

                        ※各年度３月３１日現在 
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【法第２条第１項の空家等とは】 

  法律において「空家等」とは、建築物又はこれに附属する工作物であって居住そ

の他の使用がなされていないことが常態であるもの及びその敷地（立木その他の土

地に定着する物を含む。）をいいます。ただし、国又は地方公共団体が所有し、又は

管理するものは除きます。 

 

【法第２条第２項の特定空家等とは】 

  法第２条第１項の空家等のうち、以下のいずれかの状態にあると認められるもの

をいいます。 

   ①そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態 

   ②そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態 

   ③適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態 

   ④その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態 

 市長は、特定空き家等の所有者等に対し、除却、修繕等必要な措置をとるよう助

言又は指導、勧告、命令等することができます。 

 

 

 

 

 

（２）特定空き家等の現状と特定空き家等に対する取り組み 

  当市では、法第２条第１項の空家等のうち、法第２条第２項の特定空家等を認定し、

助言又は指導、勧告等の措置を行っています。 

 

  ①特定空き家等の推移                     (単位：戸) 

 前年度末 特定空き家等

に認定した空

き家等の戸数 

特定空き家等

を除却や再使

用等した空き

家の戸数 

計 

平成２８年度 ６６ １ ８ ５９ 

平成２９年度 ５９ ９ １０ ５８ 

平成３０年度 ５８ ６ ４ ６０ 

令和 元 年度 ６０ ３ ２ ６１ 

 

  ②特定空き家等に対する助言又は指導、勧告件数         (単位：件) 

 助言又は指導件数 勧告件数 計 

平成２８年度 ５０ ０ ５０ 

平成２９年度 １１１ ０ １１１ 

平成３０年度 ６０ ０ ６０ 

令和 元 年度 ６１ ０ ６１ 
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（３）空き家等に対する自治組織等の取り組み 

  適切な管理が行われていない空き家等や所有者等が不明な空き家等に対し、自治組

織等が自らの地域の安全と安心の確保、景観保全のため、空き家等の雪庇処理や敷地

内の草木の除去等に取り組んでいます。当市では、これらの協働作業を支援するため

に必要な資機材の購入費や作業労務費に対し補助金を交付しています。 

 （妙高市空き家等の適正管理に係る協働作業補助金交付要綱による） 

 

  協働作業補助金活用状況                     (単位：戸) 

 協働作業実施

自治組織等数 

協働作業の対象

空き家等の戸数 

補助の内訳 

資機材購入費 作業労務費 

平成２８年度 ３ ３ ０ ３ 

平成２９年度 ２ ２ ０ ２ 

平成３０年度 ３ ３ １ ２ 

令和 元 年度 ０ ０ ０ ０ 

 

（４）評価 

平成２７年度の６５０戸をピークに市内の空き家等が増加傾向にありましたが、平

成２８年度に第１期妙高市空き家対策計画を策定し、行政と自治組織が連携し、移住

支援員の配置や自治組織の協力による実態調査など、総合的かつ計画的に推進したこ

とで、移住定住者の空き家利用が促進するなど、最終年度である令和元年度には４８

２戸とピーク時から１６８戸の減少となりました。 

今後も市内の空き家等を減少させるため、空き家等の所有者だけでなく地域住民へ

も働きかけ、これまでの取り組みを継続することが必要です。 
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４．空き家等に関する対策の基本的な方針              

（１）各主体の責務 

  【所有者等】 

   ・法及び条例では、空き家等の所有者等は、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさな

いよう、空き家等の適切な管理をすることを責務として規定しています。 

・第一義的には空き家等の所有者等が自らの責任で対応することを原則とします。 

  【自治組織等】 

   ・条例では、市と自治組織等は、安全で安心なまちづくり及び魅力あるまちづく

りに寄与するため、空き家等が管理不全な状態とならないよう協働で取り組む

ことを規定しています。 

   ・具体的には、市への情報提供や空き家等の雪庇処理や敷地内の草木の除却等に

取り組むよう努めるものとします。 

  【市】 

   ・法及び条例では、空き家等に関する対策を総合的かつ計画的に実施するための

計画作成や計画に基づく対策の実施及び必要な措置を講ずるものと規定して

います。 

   ・条例では、自治組織等が行う取り組みに対し、必要な支援を行うよう努めるも

のと規定しています。 

 

（２）空き家等に関する対策の基本的な方針 

   ・（１）を踏まえ、所有者等の第一義的な責任を前提とし、その上で効果的な対

策を講じていくため、次の４つの対策を進めることを基本的な方針とします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【対策４】「特定空き家等に対する措置」 

【対策３】「空き家等及び除却した空き家等に係る跡地の活用の促進」 

 

【対策１】「空き家等の発生抑制」 

【対策２】「空き家等の適切な管理の促進」 
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５．空き家対策に関する具体的な施策                     

５－１ 【対策１】空き家等の発生抑制 

 

（１）基本的な考え方 

  ①空き家等の実態把握のため各自治組織から空き家の情報を収集します。 

  ②所有者一人ひとりが空き家問題に関する問題意識を持ってもらうように意識啓

発を行い、先を見据えた住宅の適正な管理や解体、整理を促します。 

③住宅の老朽化による修繕等や居住者の生活スタイルの変化に合わせたリフォー

ム等に支援を行うことで、住宅の長期利用を促進し、新たな空き家等の発生の抑

制を図ります。 

（２）施策 

【所有者等】 

・空き家となる前に相続や、財産の処分などについての意識を持つとともに、親

族や市の窓口へ相談を行い、将来に向けた引き継ぎや管理、活用などの方針を

決めるよう努めることとします。 

【自治組織等】 

   ・各地域における空き家を把握し、市が実施する空き家等実態調査に協力し情報

の提供に努めることとします。 

 【市】 

・自治組織等の協力を得て、毎年１回市内全域を対象に空き家等の実態調査を実

施し、空き家等の実態把握に努めます。 

・自治組織等から報告のあった空き家等のうち、利用可能な空き家等や適切な管

理が行われていない空き家等について、現地調査を行います。 

・現地調査の結果から、妙高市特定空き家等認定調査会（以下「認定調査会」と

いう。）に諮るべき空き家等について、不動産登記簿情報、固定資産課税情報、

住民票情報、戸籍謄本などを利用し、所有者等の把握を行います。 

・利用可能な空き家等や特定空き家等の認定には至らない空き家等についても、

必要に応じて所有者等の把握を行います。 

   ・空き家に関する問題意識を醸成するため、チラシ、パンフレット等を活用した

啓発活動を進めます。 

・所有者等の死亡や転出、施設入所などにより、放置された空き家等が多くなる

ことが想定されることから、市の窓口での各種手続きの際に、適切な管理が行

われるよう助言や必要な援助を行うとともに、空き家等の利活用等について早

い段階から検討するよう働きかけを行います。 

   ・住宅取得支援事業（増・改築等の支援）を通じて、空き家等の利活用を促進す

るリフォームを支援します。 

   ・その他各種事業と連携し空き家化の予防に努めます。 
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＜施策の目標値＞                         (単位：戸) 

項  目 指標の説明 
現況値 

(Ｈ３０) 

各年度の目標値 

Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６ 

空き家の

発生戸数 

新たな空き家の

発生戸数 
７９ ７５ ７５ ７５ ７５ ７５ 

 

５－２ 【対策２】空き家等の適切な管理の促進 

 

（１）基本的な考え方 

  ①空き家等の所有者等に対し、情報提供や助言するなど、空き家等の適切な管理を

促します。 

  ②市は、住民自らの手による、生活環境の確保及び良好な景観を保全する活動を支

援します。 

 

（２）施策 

【所有者等】 

・第一義的な責任は空き家所有者にあり、倒壊等により事故が発生し、他人の財

産や人命に危険が及ぶ可能性もあることから、危険防止のための措置を講ずる

よう努めることとします。 

・周辺環境、景観を阻害することから草刈りや飛散防止措置などの維持管理を行

うよう努めることとします。 

【自治組織等】 

   ・自治組織等は、空き家等を発生させないよう啓発に取り組むとともに、空き家

等の情報を速やかに市に連絡するよう努めることとします。 

・安全・安心なまちづくり及び魅力あるまちづくりを推進するため、空き家等の

適正管理に係る活動（草木の除去、雪庇処理等）を積極的に推進することとし

ます。 

【市】 

   ・適切な管理が行われない空き家等が及ぼす地域住民への影響などについて、空

き家等の所有者等へ周知・啓発を行い、空き家等の管理は、所有者等に第一義

的な責任があることについて意識の醸成を図ることで、所有者による適正な管

理を促します。 

・自治組織等が主体的に行う空き家等の適切な管理（空き家等の雪庇処理や敷地

内の草木の除去等）などの協働作業に対し、補助金を交付し活動を支援します。 

・所有者等は高齢化や転出などにより、適切に管理することが難しくなることが

見込まれ、冬期間の屋根雪による周辺への影響が最も懸念されることから、民

間事業者やシルバー人材センター等を斡旋することで円滑な管理が行えるよ

う支援します。 
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・所有者が不明な空き家等については、相続財産管理人制度及び不在者財産管理

人制度の活用など、新たな手法についても検討します。 

・金融機関の空き家対策ローンやマイホーム借上げ制度などを紹介し、空き家等

の解体・活用について助言を行います。 

 

＜施策の目標値＞                          (単位：％) 

項 目 指標の説明 
現況値 

(Ｈ３０) 

各年度の目標値 

Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６ 

空き家の解

消の割合 

前年度の空き家

戸 数 を 分 母 と

し、当年度報告

のあった戸数を

分子とした割合 

９％ ９％ ９％ ９％ ９％ ９％ 



- 9 - 

 

５－３ 【対策３】空き家等及び除却した空き家等に係る跡地の活用の促進 

 

（１）基本的な考え方 

 ①公益社団法人新潟県宅地建物取引業協会と「空き家情報登録制度に関する協定

書」を締結し、空き家等の有効活用による移住・定住の促進や交流人口を拡大さ

せる取り組みを進め、ホームページ等の活用により情報の周知を図ります。 

  ②移住支援員（移住・定住コンシェルジュ）を配置し、移住者の相談機能を強化す

るとともに、空き家等の所有者と利用希望者をつなぐための情報提供や連絡調整

に努め、有効活用や市場における流通など、空き家等の活用を促進します。 

  ③空き家等及び空き家等の跡地の有効活用を通して、企業誘致や起業等を促進しま

す。 

（２）施策 

【所有者等】 

   ・空き家登録制度の活用などを活用し、資産価値のある状態のうちに財産活用を

行うよう努めることとします。 

【市】 

   ・利用可能な空き家等については、市場での流通を促進するため、所有者に対し、

「空き家情報登録制度」への登録を働きかけるとともに、地域活性化等のため

の活用を検討します。 

・空き家登録を希望する所有者に対し、空き家相談会を開催し、円滑な契約が可 

能となるよう助言又は指導を行います。 

・移住・定住の促進を図るため、市外で勤務しているかたや定年退職したかた、

大学等に就学したかたなどでＵ・Ⅰターンを考えているかたに空き家物件情報

を提供します。 

・住宅取得等支援事業（土地や中古住宅の取得の支援など）を通じ、空き家等及

び空き家等の跡地の利用促進を図ります。 

・空き家等の跡地を地域活性化のために利用する場合には、国等が実施する空き

家対策等関連施策の活用を図ります。 

・企業誘致や起業の促進を図るため、空き家等（工場、店舗など）及び空き家等

の跡地の情報提供を行います。 

・企業の新規立地・投資・拡張に対し、妙高市企業振興奨励条例により支援（固

定資産税の課税免除、奨励金の交付、土地・建物の賃借料への補助など）しま

す。 

＜施策の目標値＞                          (単位：戸) 

項 目 指標の説明 
現況値 

(Ｈ３０) 

各年度の目標値 

Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６ 

空 き 家

等 の 活

用戸数 

空き家情報登録制

度の成約戸数 

（  ）内は延べ数 

１１６ 
３０ 

（180） 

３０ 

（210） 

３０ 

（240） 

３０ 

（270） 

３０ 

（300） 
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【空き家所有者手続き】 

①市は空き家物件登録の募集を行う。 

②空き家所有者は市に空き家登録を申請する。 

③宅建協会と市は空き家相談会を実施する。 

④宅建協会は業者を選定し、現地調査を行う。 

 ※宅建協会は空き家相談会、現地調査で、助言又は指導（危険箇所、修繕箇所、価

格の適正確認等）を行う。 

⑤宅建協会は見学の希望に応じて現地見学の立会を行い、売却・賃貸における助言又

は指導を行う。 

⑥宅建協会は宅地建物取引における、交渉の仲介を行う。 

⑦宅建協会は宅地建物取引における、契約の仲介を行う。 

 

【空き家利用希望者手続き】 

❶空き家利用希望者は市に利用希望申請する。 

❷市は空き家情報の提供を行う。 

❸宅建協会は見学の希望に応じて現地見学の立会を行い、購入・賃借における助言又

は指導を行う。 

❹宅建協会は宅地建物取引における、交渉の仲介を行う。 

❺宅建協会は宅地建物取引における、契約の仲介を行う。 

空
き
家
所
有
者 

公
益
社
団
法
人

新
潟
県
宅
地
建
物
取
引
業
協
会 

妙
高
市
（
移
住
定
住
相
談
窓
口
） 

②空き家登録申請 

空
き
家
利
用
希
望
者 

①登録物件の募集 

⑥物件交渉 

❶利用希望申請 

❷情報提供 

⑤現地見学 ❸現地見学 

⑦契約締結 

❹物件交渉 

❺契約締結 

妙高市移住定住相談窓口…市 

公益社団法人新潟県宅地建物取引業協会…宅建協会 

③空き家相談会 

④現地調査 

空き家情報登録制度 

協
定
連
携 
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５－４ 【対策４】特定空き家等に対する措置 

 

（１）基本的な考え方 

  ①特定空き家等は、地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼしていることから、法

及び条例に基づき、所有者等に対し指導、勧告、命令等を行っていきます。 

  ②放置することで、人の生命、身体または財産に危険が及ぶ恐れのある場合は、緊

急措置として行政代執行等を検討します。 

  ③安心安全な日常生活の確保や良好な景観保全を目的に、特定空き家等を除却する

所有者等への支援を行うことで、危険な特定空き家等の減少を進めます。 

 

（２）施策 

【所有者等】 

・地域の安全や景観の悪化を防ぐため速やかな処理に努めることとします。 

 

  【市】 

   ・特定空き家等は、妙高市空き家等の適正管理に関する条例施行規則（以下「条

例施行規則」という。）別表第１から別表第４までの基準に基づき、認定調査

会に諮り、認定します。 

・特定空き家等に対しては、法、条例、国の指針（ガイドライン）に基づき、助

言又は指導、勧告、命令等の措置を講じます。 

   ・法に基づき特定空き家等の所有者等に勧告措置を講じた場合、住宅用地に係る

固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例措置の対象から除外する措置を

講じます。 

   ・法及び条例に基づく、特定空き家等の行政代執行等の措置は、建物の腐朽や破

損などの状態や周辺への影響、建物・土地の所有や権利関係、所有者等の経済

力、財源確保など様々観点から総合的かつ慎重な判断が必要であることから、

執行しようとする場合は、議会の議決を得て行います。 

   ・空き家等の適正管理は、第一義的には所有者等の責務ですが、助言又は指導等

の手続きを経る暇がなく、人の生命、身体又は財産に危害が及ぶことを回避す

るため緊急の必要があるときは、条例に基づき必要最小限度の措置を講じます。 

   ・特定空き家等の所有者が「市税完納者であるもの」「申請者が住民税非課税世

帯であること」など一定の要件を満たし除却する場合、その費用の一部を市と

国が助成し、早期除却を促します。 
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＜施策の目標値＞                          (単位：戸) 

項  目 指標の説明 
現況値 

(Ｈ３０) 

各年度の目標値 

Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６ 

新規特定

空き家等

の認定戸

数 

新規に特定空き

家等に認定した

空き家 の戸数

（ ）内は平成

２５年からの延

べ数 

６ 
５ 

（103） 

５ 

（108） 

５ 

（113） 

５ 

（118） 

５ 

（123） 

特定空き

家等の除

却等戸数 

助言又は指導等

により特定空き

家等を除却や再

使用等した空き

家等の戸数 

（  ）内は延べ 

戸数 

４ 
４ 

（45） 

４ 

（49） 

４ 

（53） 

４ 

（57） 

４ 

（61） 

特定空き

家等の戸

数 

特定空き家等に

認定されている

戸数 

６０ ６２ ６３ ６４ ６５ ６６ 
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特定空き家等へのフロー表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自治組織等による空き家等実態調査 

市民や関係機関（警察・消防など）からの情報提供 

特定空き家等に認定 

 

特定空き家等とは 
・以下の状態にある空き家等をいう。 
 ①そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険とな

るおそれのある状態 
 ②そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそ

れのある状態 
 ③適切な管理が行われていないことにより著しく景

観を損なっている状態 
 ④その他周辺の生活環境の保全を図るために放置す

ることが不適切である状態 

助言・指導 

 

住宅用地に係る固定資産税
及び都市計画税の課税標準
の特例措置の対象から除外 

職員による現地調査 

空き家等の所有者等の調査 

特定空き家等の認定に関する調査 

認定調査会の開催 

勧   告 

 

命   令 

 

行政代執行 

 

略式代執行 

 

過失なく措置を命ぜられる者を確知できない場合 
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６．その他の事項                           
 

Ⅰ空き家等に関する相談への対応に関する事項 

 

（１）基本的な考え方 

  空き家等に関する相談は、今後の利活用に関するものから、空き家等が周辺に及ぼ

している悪影響に関する苦情など多岐にわたります。 

  各種相談に対応するため、空き家等相談窓口を設けます。 

 

（２）空き家等相談窓口 

  ・地域共生課が空き家等の全般に関する相談窓口として対応します。また、地域の

実情を把握している妙高高原支所及び妙高支所も相談窓口として対応します。 

   ［地域共生課］ 

    電 話：０２５５－７２－５１１１ 

   ［妙高高原支所総務防災係］ 

電 話：０２５５－７４－００４７ 

［妙高支所総務防災係］ 

電 話：０２５５－７４－００５０ 

・相談内容に応じて、担当課と連携して相談に応じます。 

 
Ⅱ空き家等に関する対策の実施体制に関する事項 

 

（１）基本的な考え方 

  庁内における関係課はもとより、国・県及び空き家等の対策に関係する協議会等と

密接に連携して、空き家等に関する対策に取り組みます。 

 

（２）妙高市空き家等対策協議会 

 ・空き家等対策計画の作成及び変更並びに実施に関する協議を行うため、妙高市空き

家等対策協議会を設置します。 

部門 選出関係機関・団体 

法務 弁護士 

不動産 宅地建物取引業者 

建築 建築士 

福祉 社会福祉協議会 

防災 上越地域消防事務組合 

防犯 妙高警察署 

観光 観光地域づくり法人 

環境 環境衛生対策協議会 

住民代表 地域づくり協議会 

認定調査会 特定空き家等認定調査会 
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（３）妙高市特定空き家等認定調査会 

 ・特定空き家等を認定する場合に専門家の意見を聴取するため、妙高市特定空き家等

認定調査会を設置します。 

部門 選出関係機関・団体 

建築 建築士 

観光 観光地域づくり法人 

環境 環境衛生対策協議会 

防災 上越地域消防事務組合 

防犯 妙高警察署 

市建設課 応急危険度判定士 

 

（４）庁内関係課  ※その他必要に応じて関係課の連携体制を構築します。 

担 当 課 実   施   内   容 

地域共生課 

妙高高原支所 

妙高支所 

 

空き家等の対策全般に関すること 

建設課 建築基準法等に関すること 

総務課 消防法、災害対策基本法等に関すること 

企画政策課 市の政策全般に関すること 

市民税務課 空き家等の課税に関すること 

観光商工課 空き店舗・空き事務所等の利活用に対する支援に関すること 

環境生活課 環境の保全、空き家等の防犯対策、廃棄物に関すること 

 

（５）関係機関との連携 

 ・地域の実態を把握する自治組織等と連携し、空き家等の状況の変化をより早く察知

することで、特定空き家等の倒壊、飛散等による被害を防ぎます。 

 ・空き家バンクについては、公益社団法人新潟県宅地建物取引業協会と連携し、空き

家情報の周知することで、特定空き家の発生の抑制、空き家の有効活用を図ります。 

 ・空き家等を犯罪に使用されないよう、新潟県妙高警察署と連携し、防犯対策を行い

ます。 

 ・積雪や強風による空き家の倒壊、破損における応急措置の対応や、火災予防等につ

いて連携し対応します。 

 ・弁護士会、建築士会、宅地建物取引業者、観光協会などの関係機関・団体等と連携

を図り、空き家等の課題の解決に取り組みます。 

  ・庁内の関係課と情報を共有することで、連携しながら空き家対策に取組みます。
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Ⅲその他空き家等に関する対策の実施に関し必要な事項 

 

（１）計画の見直し 

   ①各実施年度において、ＰＤＣＡサイクルによる効果の検証と課題の整理を行い、

継続的に取り組みを改善します。 

   ②本計画は、計画期間中であっても、法や国の制度改正など必要に応じて、妙高

市空き家等対策協議会の協議を経て計画の見直しを行います。 

 

（２）既存法による措置について 

    空き家等に関する対策については、空家等対策の推進に関する特別措置法のほ

か、建築基準法、道路法、消防法、災害対策基本法、災害救助法、廃掃法等の既

存法よる対応も含め、総合的に判断します。 

    ※資料：国土交通省・総務省「空家等に関する政策を総合的かつ計画的に実施

するための基本的な指針」(平成２７年２月２６日付け総務省・国土交

通省告示第１号)【参考資料】空家等対策に係る関連施策等 Ⅰ 空家

等に対する他法令による諸規制等 １．具体の事案に対する対応手段

の選択肢となる諸規制等 
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（３）公表 

  ・空き家等対策計画を作成又は変更した時は、法第６条第３項及び条例第５条第３

項に基づき、市のホームページに掲載するなどの方法により公表します。 

 

 

一部改訂：令和５年３月１３日 


